
平成 30年度キャリアコンサルタント登録制度実施状況 

 

１．キャリアコンサルタント登録状況 

キャリアコンサルタント登録者数（平成 31年３月末時点） 
 

合計  41,842人 

なお、キャリアコンサルタント登録者数には、①キャリアコンサルタント試験合格

による登録者（14,012人）のほか、②技能検定合格※１・経過措置※２による登録者（27,830

人）がある。 

※１ 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験および実技試験に合格した人 

※２ 厚生労働大臣が指定する試験（平成 28年３月まで実施されていた「キャリア・コンサルタント能力評価試

験」）に合格した人、またはこれと同等以上の能力があると認められる人。令和３年３月末日までの経過措

置で、キャリアコンサルタント名簿に登録することでキャリアコンサルタントとなることができるもの。 

 

２．キャリアコンサルタント試験実施状況 

（１）試験実施日 

実施回 試験区分 試験日 

第８回 

学科／実技（論述） 平成 30年 ５月 27日（日） 

実技（面接） 平成 30年 

６月２日（土） 

６月３日（日） 

６月９日（土） 

６月 10日（日） 

第９回 

学科／実技（論述） 平成 30年 ８月 26日（日） 

実技（面接） 平成 30年 

９月１日（土） 

９月２日（日） 

９月８日（土） 

９月９日（日） 

９月 15日（土） 

９月 16日（日） 

第 10回 

学科／実技（論述） 平成 30年 11月 25日（日） 

実技（面接） 平成 30年 

12月１日（土） 

12月２日（日） 

12月８日（土） 

12月９日（日） 

第 11回 

学科／実技（論述） 平成 31年 ２月 24日（日） 

実技（面接） 平成 31年 
３月２日（土） 

３月３日（日） 

（別添） 



３月９日（土） 

３月 10日（日） 

 

（２）試験結果 

 実受験者数 受験者数 合格者数 合格率 

第８回 
学科試験 

3,266人 
2,879人 1,823人 63.3％ 

実技試験 2,429人 1,688人 69.5％ 

第９回 
学科試験 

3,216人 
2,725人 831人 30.5％ 

実技試験 2,395人 1,624人 67.8％ 

第 10回 
学科試験 

4,481人 
4,086人 2,625人 64.2％ 

実技試験 3,117人 2,185人 70.1％ 

第 11回 
学科試験 

4,338人 
3,815人 2,388人 62.6％ 

実技試験 3,276人 2,448人 74.7％ 

合計／学科試験 

15,301人 

13,505人 7,667人 56.8％ 

受験資格 

① 養成講習修了※

３ 
11,972人 7,092人 59.2％ 

② 実務経験※４ 989人 421人 42.6％ 

③ 技能検定の 

片方試験合格※５ 
9 人 5人 55.6％ 

④ 経過措置対象※

６ 
535人 149人 27.9％ 

合計／実技試験 11,217人 7,945人 70.8％ 

受験資格 

① 養成講習修了※

３ 
10,060人 7,286人 72.4％ 

② 実務経験※４ 710人 413人 58.2％ 

③ 技能検定の 

片方試験合格※５ 
169人 106人 62.7％ 

④ 経過措置対象※

６ 
278人 140人 50.4％ 

 ※３ 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した人 

 ※４ 「労働者の職業の選択」や「職業生活設計」、「職業能力の開発・向上」のいずれかの相談に関して、３年以上の

経験がある人 

 ※５ 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験または実技試験に合格した人 



 ※６ 受験資格に関する経過措置対象者（厚生労働大臣が指定する講習（平成 28 年３月まで実施されていた「キャリ

ア・コンサルタント能力評価試験」の受験資格として認められた養成講座）を修了した人） 

 

３．厚生労働大臣が認定する講習（養成講習）実施状況 

 実施機関 講習 開催回数※７ 修了者数※８ 

養成講習 16機関 17講習 740回 8,101人 

※７ 平成 30年度に開講した講習数 

※８ 平成 30年度に講習を修了した人の数 

 

 

４．厚生労働大臣が指定する講習（更新講習）※９実施状況 

 実施機関 講習 開催回数※７ 修了者数※８ 

更新講習 
知識講習 10機関 14講習 81回 3,519人 

技能講習 35機関 164講習 1,112回 15,636人 

※９ キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識と技能の維持を図るための講習として、厚生

労働大臣が指定する講習。キャリアコンサルタントの登録は、５年ごとにその更新を受けなければ効力を失

う。この更新手続きとしては、知識の維持を図るための講習（知識講習）を８時間以上、技能の維持を図る

ための講習（技能講習）を 30時間以上、計 38時間以上の更新講習を受講することが必要。 

 

 

 

 

 


